
７０歳未満の人 
 

７０歳未満の人は、入院をされた際、「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示する

ことにより、１か月毎の医療費（保険診療外の費用や食事代等を除く）が世帯における適用区分に応じた限

度額までになります。 

また、住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の

窓口に提示することにより、食事代も減額になります。 

自己負担限度額は、所得区分によって異なります。 

申請時に保険料の滞納がない世帯に「限度額適用認定証」を交付します。 

ただし、認定証を交付後、保険料を滞納されると限度額適用認定証の返還を求めます。 

所得 

区分 

 
適用

区分 
３回目までの自己負担限度額 

４回目以降 

※２ 基礎控除後の総所得金額等 ※１ 

上
位
所
得
者 

９０１万円超 ア 252,600円 ＋（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円 

６００万円超 

９０１万円以下 
イ 167,400円 ＋（総医療費－558,000円）×1％   93,000円 

一
般 

２１０万円超 

６００万円以下 
ウ 80,100円 ＋（総医療費－267,000円）×1％   44,400円 

２１０万円以下 

(住民税非課税世帯を除く) 
エ  57,600円   44,400円 

住民税非課税世帯 ※３ オ   35,400円  24,600円 

※１ 「基礎控除後の総所得金額等」 

＝総所得金額（収入総額－必要経費－給与所得控除－公的年金等控除等）－基礎控除（43万円） 

所得の申告がない場合は適用区分 ア とみなします。 

※２ 過去１２か月間に、一つの世帯で自己負担限度額までの支払いが４回以上あった場合は、４回目以降の自己負

担限度額が軽減されます。 

※３ 住民税非課税世帯は一食の食事代 460円が 210円に減額されます。また、入院日数が過去 12か月で 90日を

超える場合は、長期該当の申請をすることでさらに 160 円に減額されます。減額認定を受けてからの入院が 90

日を超えた場合は申請をしてください。申請をした日から、一食の食事代 210 円が 160 円に減額になります。

（限度額適用・標準負担額減額認定証、来庁者の本人確認書類、入院期間が確認できる領収書等をお持ちくだ

さい。） 

☆「限度額適用認定証」を医療機関に提示して自己負担限度額までの支払いとなった月で、ほかに、一医療機

関（入院・外来は別計算）で 21,000 円以上の一部負担金の支払いがある場合は、合算すると高額療養費に

該当しますので申請してください。（高額療養費については裏面をご覧ください。） 
 

限度額適用認定証等の更新には、申請が必要です！ 

 自動更新ではありませんので、７月３１日の有効期限以降も必要な場合は申請してください。更新案内は７月号  

広報でお知らせします。 

  【申請に必要なもの】 

１． 国民健康保険被保険者証  ２．来庁者の本人確認書類（免許証など） 

３． 世帯主の個人番号（マイナンバー）が分かるもの 

〔問い合わせ先〕  尾道市保険年金課申請給付係  電話 ０８４８（３８）９１４２ 

 

「国民健康保険限度額適用認定証」及び 

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」 



高額療養費の計算のしかた 

１．月の１日から末日までの１か月（暦月）ごとに計算。 

２．医療機関ごとに計算。 

３．同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算。（ただし、入院時に歯科以外の科で診療を受けたとき

は合算。） 

４．院外処方で調剤薬局に支払った金額は、処方せんを出した医療機関と合算することができます。 

５．保険診療の対象とならない治療や入院時の食事代、差額ベッド代などは対象外。 

６．高額療養費を支給する金額については、レセプト（診療報酬明細書）審査後、決定した自己負担額

を基準額として自己負担限度額との差額を支給するため、実際に支払われた金額と異なる場合が

あります。 

 

 

高額療養費が支給されるとき 

○同じ人が、１か月に同じ医療機関で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたとき。 

○同じ世帯で、同じ月に、２１，０００円以上の一部負担金を支払った人が２人以上いるときは、それぞ

れの一部負担金を合算して自己負担限度額を超えたとき。 

○同じ人が同じ月に、２つ以上の医療機関にかかり、一部負担金がそれぞれ２１，０００円以上になっ

たときも同じように合算されます。 

○1つの医療機関において一部負担金が２１，０００円未満は、合算の対象から除外します。 

○同じ世帯で、過去１２か月以内に高額療養費に該当する月が４回以上（多数該当）になったとき、 

４回目からは下表の自己負担限度額になります。 

 

適用区分 多数該当 

ア １４０，１００円 

イ ９３，０００円 

ウ ４４，４００円 

エ ４４，４００円 

オ ２４，６００円 

 

高額療養費の申請について 

○診療月からおよそ 3か月後に高額療養費の該当世帯には勧奨通知をお送りします。 

 申請時に必要なもの 

①国民健康保険証 

②口座番号のわかるもの（通帳など）※世帯主名義のものに限ります。 

③世帯主の個人番号（マイナンバー）が分かるもの 

④来庁者の本人確認書類（免許証など） 

 

※※※申請は 2年以内にお願いします※※※ 


